
 

警戒配備及び非常配備に関する要綱 

 

改正：令和３年４月１日 

（趣旨） 

第１条 この要綱は，新潟市災害対策本部規程（平成４年新潟市災害対策本部規程第１号。

以下「規程」という。）第16条並びに新潟市災害警戒本部運営要綱第６条第１項，第７条

第２項及び第１１条第１項の規定に基づき，職員の警戒配備及び非常配備について必要

な事項を定めるものとする。 

（警戒配備） 

第２条 警戒配備の区分は，１号配備及び２号配備とし，基準及び体制並びに配備指令の発令

者は，別表１のとおりとする。 

２  警戒配備の対象部局及び人員は，別表２のとおりとする。 

（非常配備） 

第３条 非常配備の区分は，準３号配備，３号配備及び４号配備とし，基準及び体制並びに配

備指令の発令者は，別表１のとおりとする。 

２  非常配備の対象部局及び人員は，別表２のとおりとする。 

（勤務時間外の自主参集） 

第４条 職員は，勤務時間外に４号配備の配備基準に該当する事態が生じた場合は，配備指令

を待つことなく，直ちに参集するものとする。 

２  参集場所等については，別表３のとおりとする。 

 （配備状況の報告） 

第５条 警戒配備及び非常配備の対象部局は，職員の配備状況について，適宜，任意の様式に

より危機管理監に報告するものとする。 

（伝達系統図の作成） 

第６条 危機管理監及び災害対策本部各対策部及び各区本部を総務する班の班長となる者は，

配備指令を伝達するため，伝達系統図を作成し，勤務時間内外を問わず使用できる状態にし

ておかなければならない。 

２ 伝達系統図には，伝達相手の職・氏名・勤務場所電話，自宅電話等を掲載する。 

３ 災害対策本部各対策部及び各区本部を総務する班の班長となる者は，常に最新の内容の伝

達系統図を作成しておき，その写しを危機管理監に提出するものとする。 

（その他） 

第７条  この要綱に定めるもののほか，警戒配備及び非常配備に関し，必要な事項は別に定め

る。 

（適用除外） 

第８条  警戒配備及び非常配備に関し，消防局及び市民病院は別の定めにより行うものとする。 

附  則 

この要綱は，平成１９年４月１日から施行する。 

附  則 

この要綱は，平成２１年４月１日から施行する。 

附  則 

この要綱は，平成２２年２月１８日から施行する。 



 

附  則 

この要綱は，平成２２年４月１日から施行する。 

附  則 

この要綱は，平成２３年４月１日から施行する。（平成２３年３月２５日改正） 

附  則 

この要綱は，平成２３年４月１日から施行する。（平成２３年４月１日改正） 

附  則 

この要綱は，平成２４年４月１日から施行する。 

附  則 

この要綱は，平成２４年７月１７日から施行する。 

附  則 

この要綱は，平成２５年４月１日から施行する。 

附  則 

この要綱は，平成２６年１月１日から施行する。 

 附 則 

この要綱は，平成２６年４月１日から施行する。 

 附 則 

この要綱は，平成２６年１１月１日から施行する。 

 附 則 

この要綱は，平成２７年４月１日から施行する。 

 附 則 

この要綱は，平成２８年４月１日から施行する。 

 附 則 

この要綱は，平成２９年４月１日から施行する。 

 附 則 

この要綱は，平成３０年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は，平成３１年４月１日から施行する。 

 附 則 

この要綱は，令和２年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は，令和２年６月１日から施行する。 

 附 則 

この要綱は，令和３年４月１日から施行する。 

 



 

別表１（第２条，第３条関係） 

配備区分表 

配備区分 

（発令者） 
配備基準 活動内容 

警

戒

本

部 

1 号配備 

（危機管理監） 

１ 市域内に震度４※１の地震が発生した場
合 

２ 気象業務法に基づく気象警報（大雨，
暴風，暴風雪，大雪）が発表された場合 

３ 水防警報※２又は洪水予報※３が発表さ
れた場合 

４ 台風や集中豪雨等により局地的散発的
被害が発生した場合 

５ その他危機管理監が必要と認める場合 

１ 必要な職員の配備 

２ 情報の収集・伝達及び処理 

３ 災害の発生が予想される地

域への巡回及び広報 

４ 災害の警戒及び応急対策上

必要な活動実施 

2 号配備 

（危機管理監） 

１ 台風や集中豪雨等により局地的散発的
被害が発生し，更なる被害の拡大が見込
まれる場合 

２  県から土砂災害前ぶれ注意情報が発表
された場合又は土砂災害前ぶれ注意情報
の発表基準※４を満たした場合 

３ その他危機管理監が必要と認める場合 

１号配備における活動に加え， 

 

１ 必要に応じた避難者の受入

体制の確立 

２ 必要に応じた警戒出動及び

応急活動の実施 

３ 必要に応じた広報体制の確

立 

４ 避難情報発令の検討 

災

害

対

策

本

部 

準 3 号配備 

（市長） 

１ 河川の洪水災害に係る避難情報の発令
が決定した場合 

２ 土砂災害に係る避難情報の発令が決定
した場合 

３ 高潮災害に係る避難情報の発令が決定
した場合 

４ 新潟県上中下越に津波注意報が発表さ
れた場合 

５ 気象業務法に基づく気象特別警報（大
雨，暴風，暴風雪，大雪）が発表された
場合 

６ その他本部長が必要と認める場合 

１ 必要な職員を配備 

２ 情報の収集・伝達及び処理 

３ 避難者の受入れ 

４ 応急活動の実施 

５ 広報活動の実施 

６ 避難情報発令の周知 

3 号配備 

（市長） 

１ 市域内に震度５弱，５強※１の地震が発
生した場合 

２ 新潟県上中下越に津波警報が発表され
た場合 

３ 台風や集中豪雨等により甚大な被害が
発生し，全市的な対応が必要な場合 

４ その他本部長が必要と認める場合 

１ 必要な職員を配備 

２ 情報の収集・伝達及び処理 

３ 避難者の受入れ 

４ 応急活動の実施 

５ 広報活動の実施 

６ 避難情報発令の周知 

4 号配備 

（市長） 

１ 市域内に震度６弱※１以上の地震が発生
した場合 

２ 新潟県上中下越に大津波警報が発表さ
れた場合 

３ 台風や集中豪雨等により市内全域にわ
たって被害が続発し，全市的な対応が必
要な場合 

４ その他本部長が必要と認める場合 

１ 全職員の配備 

２ 災害応急対策が最大限機能

する体制の確立 

３ 班ごとの応急対策マニュア

ルに基づいた行動 

 

※１  震度の判断については，新潟地方気象台が発表する「各地の震度に関する情報」に基づくものとする。ただし，

通信回線の途絶等により認知できない場合は，気象庁の震度階級関連解説表に基づき，危機管理監が震度を推定す

るものとする。 

※２  「水防警報」とは，水防法第16条の規定に基づき，北陸地方整備局信濃川下流河川事務所，阿賀野川河川事務所

又は新潟県が発表するものをいう。 

※３ 「洪水予報」とは，水防法第10条及び11条の規定に基づき，新潟地方気象台が北陸地方整備局信濃川下流河川事

務所，阿賀野川河川事務所又は新潟県と共同して発表するものをいう。 

※４ 「土砂災害前ぶれ注意情報の発表基準」とは，気象庁から「大雨警報（土砂災害）」が発表中に，新潟県土砂災害

警戒情報システムのメッシュの色が黄，赤，ピンクいずれかになった場合をいう。 
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情報統括班 危機対策課

関係調整班

会計管理者 会計課（出納担当除く） 全 全

報道班 政策企画部 広報課 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 全 全

政策調整課 3 全

政策企画部付職員 2 全

東京事務所班 東京事務所 2 全

渉外班 秘書課 秘書課 4 全

市民生活課 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 全

市民協働課 4 全

男女共同参画課 4 全

広聴相談課 4 全

文化政策課 4 全

新潟市美術館 2 全

新津美術館 2 全

歴史文化課 2 全

文化財センター 2 全

スポーツ振興課 3 全

観光政策課 3 全

観光推進課 3 全

国際班 国際課 4 全

環境政策課 5 全

環境対策課 4 全

循環社会推進課 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 全

廃棄物対策課 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 全

新田清掃班 新田清掃センター 3 全

亀田清掃班 亀田清掃センター 3 全

巻清掃班 巻清掃センター 3 全

舞平清掃班 舞平清掃センター 3 全

清掃事務所班 清掃事務所 3 全

福祉総務課 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 全

福祉監査課
1※
(大雪
のみ)

3 全

障がい福祉課 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 全

高齢者支援課 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 全

地域包括ケア推進課 4 全

介護保険課 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 全

保険年金課 4 全

こども政策課 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 全

こども家庭課 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 全

保育課 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 全

児童相談所 4 全

企画総務班

4

別表２（第２条，第３条関係）　　配備体制表
1号配備 2号配備 準３号配備

3

号

配

備

河川洪水避難情報

高

潮

避

難

情

報

津

波

注

意

報

特

別

警

報
対策部名 班名 部・局名 課・機関

水防警報・水象情報

安

野

川

本部事務局

危機管理防災局 4 4 4 4

4

号

配

備

気象警報

地

吹

雪

洪水予報

震

度

４

地

震

そ

の

他

気象警報 土砂災害前ぶれ注意情報 土砂災害避難情報

暴

風

雪

大

雪

信

濃

川

下

流

阿

賀

野

川

中

ノ

口

川

能

代

川

大

雨

暴

風

大

河

津

分

水

路

新

栗

ノ

木

川

，

通

船

川

五

社

川

東

大

通

川

安

野

川

太

田

川

鳥

屋

野

潟

，

鳥

屋

野

潟

放

水

路

，

栗

ノ

木

川

能

代

川

早

出

川

小

阿

賀

野

川

新

川

，

大

通

川

，

広

通

川

，

西

山

川

，

大

通

川

放

水

路

新

井

郷

川

，

新

井

郷

川

分

水

路

，

福

島

潟

，

福

島

潟

放

水

路

，

派

川

加

治

川

大

雨

暴

風

暴

風

雪

大

雪

信

濃

川

下

流

中

ノ

口

川

4 4 4 4 4 4

鷲

ノ

木

大

通

川

，

西

大

通

川

西

川

矢

川

阿

賀

野

川

早

出

川

新

川

・

大

通

川

小

阿

賀

野

川

信

濃

川

下

流

，

中

ノ

口

川

阿

賀

野

川

4 4 8 8 8 84 4 4 4 4 8 8 8 8 8 88 8 8 8 8 8 全 全 全 全 全 全8 8 全 全 全 全 全 全 全 全 全 全全 全 全 全 全 全

市民生活対策部 市民生活班 市民生活部

文化スポーツ
対策部

文化スポーツ班 文化スポーツ部

全 全
防災課

庶務班

政策企画対策部
政策企画部

全 全 全 全 全 全全 全 全 全 全 全

1 1 1 1 1 1

観光・国際交流
対策部

観光班
観光・国際交流部

環境対策部

環境総務班

環境部

1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1

福祉対策部

福祉総務班

福祉部

要配慮者・ボラン
ティア班

1 1

1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 11 1

1※

こども未来
対策部

こども未来班 こども未来部
2 2 2※

【留意事項】
　１　２号、準３号、３号配備（※を除く）は、上記人員に１名以上の課長補佐級以上を含む配備にすること。また、土木部においては、上記人員に２名以上の課長補佐級以上を含む配備とすること。
　２　1号配備は、危機管理防災局においては、上記人員に1名以上の課長補佐級以上を含む配備とすること。
　３　上記において配備なしの場合でも、配備強化に備え、連絡体制を維持すること。
  ４　複数の気象警報等が発表された場合は、多い方の配備人員とする。
　５　洪水予報及び水防警報が発表された場合は、多い方の配備人員とする。
　６　上記配備の職員数は下限であり，状況に応じ班長または副班長が職員の調整をすることとする。
　　　ただし、災害対策本部長または災害警戒本部長（区含む）の指示により、職員数を減少することができる。
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保健衛生総務班 保健衛生総務課 4 全

地域医療推進課 4 全

保健管理課 4 全

健康増進課 2 全

こころの健康センター 2 全

保健管理課 3 全

健康増進課 3 全

こころの健康センター 3 全

食の安全推進課 4 全

食肉衛生検査所 2 全

環境衛生課 2 全

衛生環境研究所 2 全

動物愛護班 環境衛生課
（動物愛護センター）

2 全

遺体埋火葬班 環境衛生課 2 全

産業政策課 4 全

成長産業支援課 3 全

商業振興課 4 全

企業誘致課 3 全

雇用政策課 3 全

農林政策課 5 全

農業活性化研究センター 4 全

農村整備・水産課 5 全

食と花の推進課 5 全

市場班 中央卸売市場 4 全

都市計画課 4 全

まちづくり推進課 4 全

技術管理課 3 全

工事検査課 2 全

都市交通政策課 3 全

港湾空港課 3 全

新潟駅周辺整備事務所 4 全

住環境政策課 4 全

建築行政課 3 全

公共建築第1課 3 全

公共建築第2課 3 全

土木総務課

道路計画課

公園水辺課

経営企画課 1 1 1 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 全

下水道計画課 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 全

東部地域下水道事務所 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 全

西部地域下水道事務所 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 全

下水道管理センター 16 4 16 18 6 8 8 20 8 8 8 8 8 8 20 12 20 12 12 8 20 20 20 12 20 20 24 全

総務班 総務課 6 全

ICT班 IＣT政策課 5 全

人事課 5 全

職員課 5 全

行政経営課 5 全

集中改革推進課 2 全

2 5 5 全5 5 5 5 5 5 5 5 55 5 5 5 5 5 5 5 55 55 5 5 5 5 5 5 55 5 5 5 5 5 5 5 5

矢

川

大

河

津

分

水

路

2 2 2 2 2 2 3 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

準３号配備

3

号

配

備

4

号

配

備

土砂災害避難情報 河川洪水避難情報

高

潮

避

難

情

報

津

波

注

意

報

特

別

警

報

信

濃

川

下

流

阿

賀

野

川

中

ノ

口

川

能

代

川

早

出

川

小

阿

賀

野

川

新

川

，

大

通

川

，

広

通

川

，

西

山

川

，

大

通

川

放

水

路

新

井

郷

川

，

新

井

郷

川

分

水

路

，

福

島

潟

，

福

島

潟

放

水

路

，

派

川

加

治

川

安

野

川

太

田

川

鳥

屋

野

潟

，

鳥

屋

野

潟

放

水

路

，

栗

ノ

木

川

新

栗

ノ

木

川

，

通

船

川

五

社

川

東

大

通

川

鷲

ノ

木

大

通

川

，

西

大

通

川

西

川

2号配備

気象警報

対策部名 班名 部・局名 課・機関

信

濃

川

下

流

，

中

ノ

口

川

洪水予報

震

度

４

地

震

そ

の

他

気象警報 土砂災害前ぶれ注意情報

暴

風

雪

大

雪

阿

賀

野

川

暴

風

暴

風

暴

風

雪

大

雪

信

濃

川

下

流

大

雨

水防警報・水象情報

安

野

川

保健衛生対策部 保健衛生部

医療対策班

保健対策班

食品衛生班

環境衛生班

別表２（第２条，第３条関係）　　配備体制表
1号配備

大

雨 小

阿

賀

野

川

地

吹

雪

阿

賀

野

川

中

ノ

口

川

能

代

川

早

出

川

新

川

・

大

通

川

建築部建築対策部 建築班

経済班 経済部経済対策部

都市政策対策部 都市政策部

農林水産部
農林水産班

農林水産対策部

宅地班

公共交通班

土木班 土木部

下水道班 下水道部

土木対策部

下水道対策部

職員班総務対策部 総務部

受援班

3 3 3 3 3 3 2 2 2

【留意事項】
　１　２号、準３号、３号配備（※を除く）は、上記人員に１名以上の課長補佐級以上を含む配備にすること。また、土木部においては、上記人員に２名以上の課長補佐級以上を含む配備とすること。
　２　1号配備は、危機管理防災局においては、上記人員に1名以上の課長補佐級以上を含む配備とすること。
　３　上記において配備なしの場合でも、配備強化に備え、連絡体制を維持すること。
  ４　複数の気象警報等が発表された場合は、多い方の配備人員とする。
　５　洪水予報及び水防警報が発表された場合は、多い方の配備人員とする。
　６　上記配備の職員数は下限であり，状況に応じ班長または副班長が職員の調整をすることとする。
　　　ただし、災害対策本部長または災害警戒本部長（区含む）の指示により、職員数を減少することができる。
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害
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ネ
18
ネ
19
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会計管理者 会計課（出納担当） 3 全

財務企画課 2 全

財務課 2 全

契約課 3 全

財産活用課 3 全

用地対策課 2 全

税制課 2 全

市民税課 2 全

資産税課 2 全

納税課 2 全

消防対策部

経営企画部　経営管理課 1※ 1※ 1※ 1※ 1※ 1※ 1※ 1※ 1※ 1※ 1※ 1※ 1※ 1※ 1※ 1※ 1※ 1※ 1※ 1※ 1※ 1※ 1※ 1※ 1※ 1※ 1※ 1※ 1※ 1※ 1※ 1※ 1※ 1※ 1※ 1※ 1※ 1※ 1※ 1※ 1※ 1※ 1※ 1※ 1※ 1※ 1※ 1※ 4 全

経営企画部 計画整備課 1※ 1※ 1※ 1※ 1※ 1※ 1※ 1※ 1※ 1※ 1※ 1※ 1※ 1※ 1※ 1※ 1※ 1※ 1※ 1※ 1※ 1※ 1※ 1※ 1※ 1※ 1※ 1※ 1※ 1※ 1※ 1※ 1※ 1※ 1※ 5 全

総務部 総務課 1※ 1※ 1※ 1※ 1※ 1※ 1※ 1※ 1※ 1※ 1※ 1※ 1※ 1※ 1※ 1※ 1※ 1※ 1※ 1※ 1※ 1※ 1※ 1※ 1※ 1※ 1※ 1※ 1※ 1※ 1※ 1※ 1※ 1※ 1※ 1※ 1※ 1※ 1※ 1※ 1※ 1※ 1※ 1※ 1※ 1※ 1※ 1※ 4 全

総務部 経理課 3 全

総務部 営業課 3 全

総務部 技術管理室 2 全

技術部中央事業所
　料金課

3 全

技術部中央事業所
　北営業所

1 全

技術部中央事業所
　西蒲営業所

1 全

技術部秋葉事業所
　料金課

3 全

技術部
　管路課

4 全

技術部中央事業所
　工務課

4 全

技術部中央事業所
　維持管理課

4 全

技術部中央事業所
　北営業所

3 全

技術部中央事業所
　西蒲営業所

3 全

技術部秋葉事業所
　工務課

4 全

技術部
　浄水課

5 全

技術部
　浄水課　各浄水場

12 全

水質班
技術部
　水質管理課

3 全

教育総務班 教育総務課 4 全

学校施設班 施設課 5 全

学校支援課 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 全

学務課 4 全

学校人事課 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 全

教育職員課 2 全

総合教育センター 全

保健給食班 保健給食課 4 全

地域教育推進課 2 全

中央公民館 2 全

生涯学習センター 2 全

中央図書館 2 全

学校班 各学校（園） 4 全

教育支援センター班 各区教育支援センター 2 全

市民病院対策部

選挙管理委員会事務局 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 全 全

人事委員会事務局 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 全 全

監査委員事務局 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 全 全

議会事務局 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 全 全

水防警報・水象情報

安

野

川

財務部

別表２（第２条，第３条関係）　　配備体制表
1号配備 2号配備

暴

風
対策部名 班名 部・局名 課・機関

阿

賀

野

川

中

ノ

口

川

能

代

川

早

出

川

新

川

・

大

通

川

小

阿

賀

野

川

大

雨

暴

風

暴

風

雪

大

雪

準３号配備

河川洪水避難情報

高

潮

避

難

情

報

津

波

注

意

報

特

別

警

報

鷲

ノ

木

大

通

川

，

西

大

通

川

西

川

矢

川

大

河

津

分

水

路

安

野

川

太

田

川

鳥

屋

野

潟

，

鳥

屋

野

潟

放

水

路

，

栗

ノ

木

川

新

栗

ノ

木

川

，

通

船

川

五

社

川

東

大

通

川

新

井

郷

川

，

新

井

郷

川

分

水

路

，

福

島

潟

，

福

島

潟

放

水

路

，

派

川

加

治

川

4

号

配

備

気象警報

地

吹

雪

洪水予報

震

度

４

地

震

そ

の

他

気象警報 土砂災害前ぶれ注意情報 土砂災害避難情報

3

号

配

備

大

雨
阿

賀

野

川

暴

風

雪

大

雪

信

濃

川

下

流

信

濃

川

下

流

，

中

ノ

口

川

小

阿

賀

野

川

新

川

，

大

通

川

，

広

通

川

，

西

山

川

，

大

通

川

放

水

路

財務対策部

財務班

用地班

調査班

信

濃

川

下

流

阿

賀

野

川

中

ノ

口

川

能

代

川

早

出

川

水道対策部

統括班

水道局

管路班

浄水班

消防対策部独自の配備基準による

総務・経理班

給水班

教育委員会事務局

学校指導班

生涯学習班

市民病院対策部独自の配備基準による

教育対策部

【留意事項】
　１　２号、準３号、３号配備（※を除く）は、上記人員に１名以上の課長補佐級以上を含む配備にすること。また、土木部においては、上記人員に２名以上の課長補佐級以上を含む配備とすること。
　２　1号配備は、危機管理防災局においては、上記人員に1名以上の課長補佐級以上を含む配備とすること。
　３　上記において配備なしの場合でも、配備強化に備え、連絡体制を維持すること。
  ４　複数の気象警報等が発表された場合は、多い方の配備人員とする。
　５　洪水予報及び水防警報が発表された場合は、多い方の配備人員とする。
　６　上記配備の職員数は下限であり，状況に応じ班長または副班長が職員の調整をすることとする。
　　　ただし、災害対策本部長または災害警戒本部長（区含む）の指示により、職員数を減少することができる。

第1協力部

第2協力部

第3協力部

第4協力部
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区本部事務局 地域総務課 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 全

広報班 地域総務課 全

区民生活班 区民生活課 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 全

健康福祉班 健康福祉課 2 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 全

産業振興課 全

北区農業委員会事務局 全

建設班 建設課 5 5 5 5 2 2 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 全

下水道班
東部地域下水道事務所
北下水道分室

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 全

出張所班 北出張所 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 全

区本部事務局 総務課 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 全

広報班 地域課 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 全

区民生活班 区民生活課 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 全

健康福祉課 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 7 全

保護課 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 全

建設班 建設課 5 5 5 5 5 5 2 2 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 全

出張所班 石山出張所 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 全

区本部事務局 総務課 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 全

広報班 地域課 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 全

区民生活班 窓口サービス課 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 全

健康福祉課 2 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 全

保護課 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 全

建設班 建設課 5 5 5 5 5 5 2 2 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 全

東出張所 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 全

南出張所 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 全

区本部事務局 地域総務課 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 全

広報班 地域総務課 全

区民生活班 区民生活課 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 全

健康福祉班 健康福祉課 2 2 7 7 7 7 7 4 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 全

産業振興課 全

中央農業委員会事務局 全

建設班 建設課 5 5 5 5 5 5 2 2 2 2 2 2 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 全

出張所班 横越出張所 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 全

【留意事項】
　１　２号、準３号、３号配備（※を除く）は、上記人員に１名以上の課長補佐級以上を含む配備にすること。また、土木部においては、上記人員に２名以上の課長補佐級以上を含む配備とすること。
　２　1号配備は、危機管理防災局においては、上記人員に1名以上の課長補佐級以上を含む配備とすること。
　３　上記において配備なしの場合でも、配備強化に備え、連絡体制を維持すること。
  ４　複数の気象警報等が発表された場合は、多い方の配備人員とする。
　５　洪水予報及び水防警報が発表された場合は、多い方の配備人員とする。
　６　上記配備の職員数は下限であり，状況に応じ班長または副班長が職員の調整をすることとする。
　　　ただし、災害対策本部長または災害警戒本部長（区含む）の指示により、職員数を減少することができる。

水防警報・水象情報
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野

川

別表２（第２条，第３条関係）　　配備体制表
1号配備 2号配備 準３号配備
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気象警報
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震
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４

地

震

そ

の

他

気象警報 土砂災害前ぶれ注意情報 土砂災害避難情報

早

出

川

新

川

・

大

通

川

小

阿

賀

野

川

信

濃

川

下

流

，

中

ノ

口

川

阿

賀

野

川

暴

風

雪

大

雪

信

濃

川

下

流

阿

賀

野

川

中

ノ

口

川

能

代

川

中

ノ

口

川

4

能

代

川

信

濃

川

下

流

阿

賀

野

川

鷲

ノ

木

大

通

川

，

西

大

通

川

西

川

矢

川

大

河

津

分

水

路

安

野

川

太

田

川

鳥

屋

野

潟

，

鳥

屋

野

潟

放

水

路

，

栗

ノ

木

川

新

栗

ノ

木

川

，

通

船

川

五

社

川

東

大

通

川

4

5

4

7 7 77 7 7

4 4 4 4 4 4

7 7 77 7 7 7 7 7

東区
健康福祉班

北区本部
4 4 4

中央区本部 中央区健康福祉班

出張所班

7 7 7 7 7 7

北区
産業班

江南区本部 江南区

5 5

7 7 7

産業班 4

6 7 7 7 7 77 7 7 7 7 6 7

東区本部



西
蒲

西
蒲

西
蒲

西 西
中
央

西 東 北 北
北
江
南

秋
葉

北
西
蒲

西
蒲

西
蒲

西 西
中
央

西 東 北 北
北
江
南

秋
葉

北

浸

水

害

土

砂

災

害

浸

水

害

土

砂

災

害

テ19 ト18 ト19 ナ16 二16 ヌ15 ヌ16 ネ15
ノ15
ハ
15

ノ14 ノ16

ネ
18
ネ
19

ノ18
ノ19

ハ14 テ19 ト18 ト19 ナ16 二16 ヌ15 ヌ16 ネ15
ノ15
ハ
15

ノ14 ノ16

ネ
18
ネ
19

ノ18
ノ19

ハ14

区本部事務局 地域総務課 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 全

広報班 地域総務課 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 全

区民生活班 区民生活課 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 全

健康福祉班 健康福祉課 2 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 全

産業振興課 全

秋葉区農業委員会事務局 全

建設班 建設課 5 5 5 5 2 2 2 2 2 5 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 全

下水道班
西部地域下水道事務所
秋葉下水道分室

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 全

出張所班 小須戸出張所 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 全

区本部事務局 地域総務課 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 全

広報班 地域総務課 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 全

区民生活班 区民生活課 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 全

健康福祉班 健康福祉課 2 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 全

産業振興課 全

南区農業委員会事務局 全

建設班 建設課 5 5 5 5 5 2 2 5 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 全

味方出張所 1※ 1※ 1※ 1※ １※ １※ １※ １※ １※ １※ １※ 全

月潟出張所 1※ 1※ 1※ 1※ １※ １※ １※ １※ １※ １※ 全

区本部事務局 総務課 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 全

広報班 地域課 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 全

区民生活班 区民生活課 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 全

健康福祉課 2 2 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 全

保護課 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 全

農政商工課 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 全

西区農業委員会事務局 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 全

建設班 建設課 5 5 5 5 5 5 2 2 2 2 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 全

西出張所 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 全

黒埼出張所 2 0 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 全

区本部事務局 地域総務課 全

広報班 地域総務課 全

区民生活班 区民生活課 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 全

健康福祉班 健康福祉課 2 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 全

産業観光課 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 全

西蒲区農業委員会事務局 2 全

建設班 建設課 5 5 5 5 5 5 2 2 2 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 全

岩室出張所 2 2 全

西川出張所 2 2 全

潟東出張所 2 2 全

中之口出張所 2 2 全

東部地域土木事務所 6 6 6 6 6 6 6 全

西部地域土木事務所 8 8 8 8 8 8 8 全

88 69 64 64 85 85 26 22 18 10 10 14 14 14 37 29 91 25 311 255 278 278 281 54 54 54 58 58 55 58 56 61 61 80 61 61 82 100 112 113 113 101 113 101 94 94 126 94 94 316 235 185 106 151 199 173 94 121 94 176 149 94 94 111 115 87 160 234 296 377

別表２（第２条，第３条関係）　　配備体制表
1号配備 2号配備 準３号配備

大

雨

暴

風

暴

風

雪

大

雪

河川洪水避難情報

高

潮

避

難

情

報

津

波

注

意

報

特

別

警

報
対策部名 班名 部・局名 課・機関

大

雨

暴

風

信

濃

川

下

流

阿

賀

野

川

中

ノ

口

川

能

代

川

水防警報・水象情報

4

号

配

備

気象警報

地

吹

雪

洪水予報

震

度

４

地

震

そ

の

他

気象警報 土砂災害前ぶれ注意情報 土砂災害避難情報

信

濃

川

下

流

阿

賀

野

川

早

出

川

新

川

・

大

通

川

小

阿

賀

野

川

信

濃

川

下

流

，

中

ノ

口

川

阿

賀

野

川

暴

風

雪

大

雪

3

号

配

備

安

野

川

4 4

鷲

ノ

木

大

通

川

，

西

大

通

川

西

川

矢

川

大

河

津

分

水

路

安

野

川

太

田

川

鳥

屋

野

潟

，

鳥

屋

野

潟

放

水

路

，

栗

ノ

木

川

新

栗

ノ

木

川

，

通

船

川

五

社

川

東

大

通

川

中

ノ

口

川

能

代

川

早

出

川

小

阿

賀

野

川

新

川

，

大

通

川

，

広

通

川

，

西

山

川

，

大

通

川

放

水

路

新

井

郷

川

，

新

井

郷

川

分

水

路

，

福

島

潟

，

福

島

潟

放

水

路

，

派

川

加

治

川

出張所班

西区本部 西区

健康福祉班

産業班

出張所班

4 4

5 5 5

南区本部 南区
産業班 4

4 4 4 4 4 4
秋葉区本部 秋葉区

産業班

7 7 7

産業班

出張所班

7 7 7 7 7 77 7 7 7 7 72 2 7 7 7 7

【留意事項】
　１　２号、準３号、３号配備（※を除く）は、上記人員に１名以上の課長補佐級以上を含む配備にすること。また、土木部においては、上記人員に２名以上の課長補佐級以上を含む配備とすること。
　２　1号配備は、危機管理防災局においては、上記人員に1名以上の課長補佐級以上を含む配備とすること。
　３　上記において配備なしの場合でも、配備強化に備え、連絡体制を維持すること。
  ４　複数の気象警報等が発表された場合は、多い方の配備人員とする。
　５　洪水予報及び水防警報が発表された場合は、多い方の配備人員とする。
　６　上記配備の職員数は下限であり，状況に応じ班長または副班長が職員の調整をすることとする。
　　　ただし、災害対策本部長または災害警戒本部長（区含む）の指示により、職員数を減少することができる。

区本部 地域土木班 土木部

72 2 2 2

西蒲区本部 西蒲区

2 2 2 2 2



 

別表３（第４条関係） 

勤務時間外の４号配備による職員の参集区分表 

職員区分 参集要領 対 象 職 員 

本部参集職員 災害対策本部に参集する。 

○ 災害対策本部事務局員 

○ 対策部情報連絡員 

○ 協力部職員※ 

所属参集職員 

所属又は所属長があらか

じめ指定した場所に参集

する。 

ただし，交通の途絶、道路

の損壊等により参集しが

たい場合は、一時的に居住

地の直近の区役所、出張所

等に参集し災害対応を行

う。 

本部参集職員及び避難所指名職員を除く

全ての職員 

避難所指名職員 
指定された避難所に参集

する。 

地域に居住する職員の中からあらかじめ

指名された職員 

※初動としては、各協力部から２名が災害対策本部に参集する。それ以外の協力部職員につ 

いては自所属に参集する。 

その他、必要に応じて災害対策本部からの指示により、指定された場所に参集する。 

 


